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広
告

可
能

な
事

項
に

つ
い

て

１
可
能
な
範
囲

患
者
等
に
正
確
な
情
報
が

提
供
さ
れ
そ
の
選
択
を
支
援

す
る
観
点
か
ら
、
客
観
性
・

正
確
性
を
確
保
し
得
る
事
項

に
つ
い
て
は
、
広
告
事
項
と

し
て
で
き
る
限
り
幅
広
く
認

め
る
。

２
従
来
か
ら
の
事
項
と
の
関

係
従
来
か
ら
広
告
可
能
と
認

め
ら
れ
て
い
た
事
項
に
つ
い

て
は
、
今
回
の
広
告
規
制
の

改
正
後
に
お
い
て
も
、
広
告

は
可
能
で
あ
る
。

３
医
療
機
能
情
報
提
供
制
度

と
の
関
係

医
療
機
能
情
報
提
供
制
度

の
対
象
と
な
る
事
項
に
つ
い

て
は
、
専
門
外
来
を
除
い
て

医
療
に
関
す
る
広
告
と
し
て

も
、
原
則
と
し
て
広
告
可
能

な
事
項
で
あ
る
。

た
だ
し
、
都
道
府
県
が
独

自
に
報
告
を
求
め
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
広
告
可
能
な
事

項
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
な

い
場
合
に
は
広
告
で
き
な

い
。

４
表
現
方
法
に
つ
い
て

（
１
）
手
段

文
字
だ
け
で
は
な
く
写
真

・
イ
ラ
ス
ト
・
映
像
・
音
声

等
に
よ
る
表
現
も
可
能
。

（
２
）
記
載
の
仕
方

分
か
り
や
す
い
表
現
を
使

用
し
た
り
、
そ
の
説
明
を
加

え
る
こ
と
は
認
め
る
。
例
え

ば
「
人
工
透
析
」
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
診
療
報
酬
点

数
表
等
に
あ
る
「
人
工
腎

臓
」
や
「
血
液
透
析
」
等
と

の
表
現
の
み
認
め
ら
れ
て
い

た
が
、
一
般
に
用
い
ら
れ
て

い
る
「
人
工
透
析
」
の
表
現

も
広
告
可
能
。

（
３
）
略
号
や
記
号
の
使
用

（
例
）

�社
団
法
人

�（
社
）

�電
話
番
号

03
�０

０
０
０

�０
０
０
０

�
�
03
�０

０
０
０

�０
０
０
０

５
具
体
的
な
内
容

（
１
）「
医
師
又
は
歯
科
医
師

で
あ
る
旨
」。
我
が
国
で
の

免
許
を
有
さ
な
い
場
合
に
は

広
告
で
き
な
い
。
な
お
、
医

療
機
関
に
従
事
す
る
歯
科
衛

生
士
そ
の
他
の
医
療
従
事
者

に
関
す
る
氏
名
等
は
広
告
可

能
。

（
２
）
「
診
療
科
名
」
。
歯

科
、
矯
正
歯
科
、
小
児
歯

科
、
歯
科
口
腔
外
科
。

（
３
）「
医
療
機
関
の
名
称
、

電
話
番
号
及
び
所
在
の
場
所

を
表
示
す
る
事
項
並
び
当
該

医
療
機
関
の
管
理
者
の
氏

名
」。

（
４
）「
診
療
日
若
し
く
は
診

療
時
間
又
は
予
約
に
よ
る
診

療
の
実
施
の
有
無
」。診

療
日

又
は
診
療
時
間
（
例
え
ば
午

前
宅
診
・
午
後
往
診
）、
予

約
に
よ
る
診
療
の
実
施
の
有

無
（
例
え
ば
「
平
日
○
○
時

～
○
○
時
予
約
受
付
」、「

24

時
間
予
約
受
付
」
等
）。

（
５
）「
法
令
の
規
定
に
基
づ

き
一
定
の
医
療
を
担
う
も
の

と
し
て
指
定
を
受
け
た
医
療

機
関
又
は
医
師
若
し
く
は
歯

科
医
師
で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
旨
」。
保
険
医
療
機
関

又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機

関
で
あ
る
旨
等
。

（
６
）「
入
院
設
備
の
有
無
、

病
床
の
種
別
ご
と
の
数
、
医

師
、
歯
科
医
師
、
そ
の
他
の

従
業
者
の
員
数
そ
の
他
の
当

該
医
療
機
関
に
お
け
る
施

設
、
設
備
又
は
従
業
者
に
関

す
る
事
項
」。

（
７
）「
当
該
医
療
機
関
に
お

い
て
診
療
に
従
事
す
る
医

師
、
歯
科
医
師
、
そ
の
他
の

医
療
従
事
者
の
氏
名
、
年

齢
、
性
別
、
役
職
、
略
歴
そ

の
他
の
こ
れ
ら
の
者
に
関
す

る
事
項
で
あ
っ
て
医
療
を
受

け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す

る
適
切
な
選
択
に
資
す
る
も

の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
も
の
」。

ア
当
該
医
療
機
関
に
お
い

て
診
療
に
従
事
す
る
医

師
、
歯
科
医
師
、
そ
の
他

の
医
療
従
事
者
の
氏
名
、

年
齢
、
性
別
、
役
職
及
び

略
歴

①
歯
科
医
療
従
事
者
は
、

歯
科
医
師
、
歯
科
衛
生

士
、
歯
科
技
工
士
。

②
氏
名
、
年
齢
、
性
別
。

非
常
勤
の
医
療
従
事
者
に

つ
い
て
も
、
非
常
勤
で
あ

る
旨
や
勤
務
す
る
日
時

（
例
え
ば
、「
火
曜
と
木
曜

の
午
後
」
等
）
を
示
せ
ば

差
し
支
え
な
い
。

③
役
職
。

④
略
歴
。
生
年

月
日
、

出

身
校
、

学
位
、
免
許

取
得

日
、
勤
務
し
た
医
療
機
関

（
診
療
科

�標
榜
診
療
科

名
に
限
る

�、
期
間
を

含

む
）
等
に
つ
い
て
、
一

連

の
履
歴
を

総
合

的
に
記
載

し
た
も
の
を

想
定
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。

イ
厚
生
労
働
大
臣
に

届
け

出
た
団

体
が

行
う
専
門
性

に
関
す
る
認
定
を
受
け
た

旨
。

（
例
）

�歯
科
医
師
○
○

○
○
（
○
○

学
会
認
定
○

○
専
門
医
）

専
門
性
の

資
格
は

各
関

係
学

術
団

体

が
認
定
す
る
も
の
で
あ
る

の
で
、
例
え
ば
「
厚
生
労

働
省
認
定
○
○
専
門
医
」

等
は

虚
偽
広
告
と
し
て

扱

い
、

単
に
「
○
○
専
門

医
」
と
の

標
記
も

誤
解
を

与
え
る
も
の
と
し
て
、

誇

大
広
告
に
該
当
す
る
。

（
８
）「
患
者
又
は
そ
の

家
族

か
ら
の
医
療
に
関
す
る

相
談

に
応

ず
る
た
め
の

措
置
、
医

療
の

安
全
を
確
保
す
る
た
め

の
措

置
、

個
人
情
報
の
適
正

な
取

扱
い
を
確
保
す
る
た
め

の
措

置
そ
の
他
の
当
該
医
療

機
関
の
管
理
又
は

運
営
に
関

す
る
事
項
」。

以
下
に

掲
げ
る
も
の
は
例

示
で
あ
り
、
客
観
性
・
正
確

性
を
確
保
し
得
る
事
項
で
あ

れ
ば
広
告
可
能
。

ア
休
日
又
は

夜
間
に
お
け

る
診
療
の
実
施

イ
診
療

録
を
電

子
化
し
て

い
る
旨

ウ
セ

カ
ン

ド
オ

ピ
ニ

オ
ン

の
実
施
に
関
す
る
こ
と

エ
当
該
医
療
機
関

内
に
患

者
か
ら
の

相
談
に
適
切
に

応
じ
る

体
制
を
確
保
し
て

い
る
旨

オ
当
該
医
療
機
関

内
で
の

症
例

検
討

会
を

開
催
し
て

い
る
旨

カ
医
療
の

安
全
を
確
保
す

る
た
め
の

措
置
（
な
お
、

「
医
療
の

安
全
を
保

障
し

ま
す
」
や
「

万
全
の

安
全

管
理

体
制
」
等
の
広
告
は

客
観

的
な
事
実
と
し
て

評

価
が
で
き
な
い
表
現
で
あ

り
、
認
め
ら
れ
な
い
）

キ
個
人
情
報
の
適
正
な

取

扱
い
を
確
保
す
る
た
め
の

措
置

ク
平

均
待

ち
時
間

ケ
開
設
日
、
診
療
科
別
の

診
療

開
始
日

（
９
）「

紹
介
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
他
の
医
療
機
関
又
は

そ
の
他
の
保

健
医
療

サ
ー

ビ

ス
若
し
く
は

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
提
供
す
る
者
の
名
称
、
こ

れ
ら
の
者
と
当
該
医
療
機
関

と
の
間
に
お
け
る
施
設
、
設

備
又
は

器
具
の

共
同

利
用
の

状
況
そ
の
他
の
当
該
医
療
機

関
と
保

健
医
療

サ
ー

ビ
ス
又

は
福

祉
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
者
と
の

連
携
に
関
す
る
事

項
」。

（

10）「
診
療

録
そ
の
他
の
診

療
に
関
す
る

諸
記

録
に

係
る

情
報
の
提
供
、
当
該
医
療
機

関
に
お
け
る
医
療
に
関
す
る

情
報
の
提
供
に
関
す
る
事

項
」。

�ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ
ア

ド
レ
ス
、
電

子
メ

ー
ル
ア

ド

レ
ス

�診
療

録
そ
の
他
の

診
療
に
関
す
る

諸
記

録
に

係

る
情
報
の
提
供
。

（
11）「

当
該
医
療
機
関
に
お

い
て
提
供
さ
れ
る
医
療
の

内

容
に
関
す
る
事
項
（

検
査
、

手
術
そ
の
他
の

治
療
の
方
法

に
つ
い
て
は
、
医
療
を
受
け

る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る

適
切
な
選
択
に
資
す
る
も
の

と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
も
の
に
限
る
）」。

ア
検

査
、
手

術
そ
の
他
の

治
療
の
方
法

①
保
険
診
療

（
例
）

Ｐ
Ｅ

Ｔ
検

査
に
よ

る
癌
の

検
査
を
実
施
し
て

お
り
ま
す
。

②
評

価
療

養
及
び
選
定
療

養

そ
の

内
容
・
制
度
・

負

担
費
用
等
に
つ
い
て
も
、

併
せ
て
示
す
こ
と
が

望
ま

し
い
。

③
自

由
診
療
の
う

ち
、
保

険
診
療
又
は

評
価
療

養
若

し
く
は
選
定
療

養
と

同
一

の
検

査
・
手

術
そ
の
他
の

治
療
の
方
法
。

美
容
等
の

目
的
で
あ
る

た
め

公
的
医
療
保
険
が
適

用
さ
れ
な
い
医
療
の

内
容

で
あ
る
が
、
そ
の
手
技
等

は
保
険
診
療
又
は

評
価
療

養
若
し
く
は
選
定
療

養
と

同
一
で
あ
る
自

由
診
療
に

つ
い
て
、
そ
の

検
査
・
手

術
そ
の
他

治
療
の
方
法
を

広
告
可
能
。
た
だ
し
、

公

的
医
療
保
険
が
適
用
さ
れ

な
い
旨
（
例
え
ば
、「

全

額
自

己
負
担
」、「

保
険

証

は
使
え
ま
せ

ん
」、「

自
由

診
療
」
等
）
及
び

標
準

的

な
費
用
を

併
記
す
る
場
合

に
限
っ
て
広
告
が
可
能
で

あ
る
。

標
準

的
な

費
用
に

つ
い
て
は
、
一
定
の
幅

（
例
え
ば
、「
５

万
～
５

万

５
千

円
」
等
）
や
「
約
○

円
程
度
」
と
し
て
示
す
こ

と
も

差
し
支
え
な
い
が
、

実
際
に

窓
口
で

負
担
す
る

こ
と
に
な
る

標
準

的
な

費

用
が

容
易
に
分
か
る
よ
う

に
示
す

必
要
が
あ
る
。
別

に
指

導
料
等
が
か
か
る
場

合
に
は
、
そ
れ
ら
を

含
め

た
総

額
の

目
安
に
つ
い
て

も
、
分
か
り
や
す
い
よ
う

に
記
載
す
る
こ
と
。

（
例
）
歯

列
矯
正

④
自

由
診
療
の
う

ち
薬
事

法
の
承
認
又
は
認

証
を
得

た
医

薬
品
又
は
医
療
機

器

を
用
い
る

検
査
・
手

術
そ

の
他
の

治
療
の
方
法

公
的
医
療
保
険
が
適
用

さ
れ
て
い
な
い

検
査
・
手

術
そ
の
他
の

治
療
の
方
法

で
あ
る
が
、

薬
事
法
の
承

認
又
は
認

証
を
得
た
医

薬

品
又
は
医
療
機

器
を
そ
の

承
認
等
の

範
囲
で
使
用
す

る
治
療
の

内
容
に
つ
い
て

は
、
広
告
可
能
で
あ
る
。

イ
提
供
さ
れ
る
医
療
の

内

容
（
ア
の

検
査
・
手

術
そ

の
他
の

治
療
の
方
法
を
除

く
）�基
準
を

満
た
す
保
険
医

療
機
関
と
し
て

届
け

出
た

旨

�往
診
の
実
施

往
診
を

実
施
し
て
い
る
旨
を
広
告

可
能
で
あ
り
、
「

訪
問
診

療
の
実
施
」
等
の
表
現
も

差
し
支
え
な
い
。
往
診
に

応
じ
る
歯
科
医
師
名
、
対

応
す
る
時
間
、

訪
問
可
能

な
地

域
等
に
つ
い
て
も
広

告
可
能
。

（

12）「
当
該
医
療
機
関
に
お

け
る
患
者
の
平

均
的
な
外
来

患
者
数
そ
の
他
の
医
療
の
提

供
の

結
果
に
関
す
る
事
項
で

あ
っ
て
医
療
を
受
け
る
者
に

よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な

選
択
に
資
す
る
も
の
と
し
て

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も

の
」。

（

13）「
そ
の
他
前

各
号
に

掲

げ
る
事
項
に

準
ず
る
も
の
と

し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
事
項
」。

�「
保

健
指

導
又
は

健
康

相

談
の
実
施
」

「
歯
の

健
康

相
談
」。
実
施
日
時
や
実
施

す
る
歯
科
医
師
の
氏
名
、

費

用
等
に
つ
い
て
も
広
告
し
て

差
し
支
え
な
い
。

�「
患
者
の
受
診
の

便
宜
を

図
る
た
め
の

サ
ー

ビ
ス
」

費
用
の
支

払
方
法
又
は

領
収

に
関
す
る
事
項
、
対

応
す
る

こ
と
が
で
き
る

言
語
、

駐
車

設
備
に
関
す
る
事
項
や

送
迎

サ
ー

ビ
ス
。

�「
開
設
者
に
関
す
る
事
項
」

�「
財
団
法
人
日

本
医
療
機

能
評

価
機

構
が

行
う
医
療
機

能
評

価
の

結
果
」

�「
財
団
法
人
日

本
適
合
性

認
定

協
会
の
認
定
を
受
け
た

審
査

登
録
機
関
に

登
録
を
し

て
い
る
旨
」

い
わ

ゆ
る

「
Ｉ

Ｓ
Ｏ

９
０
０
０

シ
リ

ー

ズ
」

６
医
療
に
関
す
る
内
容
と
は

扱
わ
な
い
事
項

ア
背

景
等
と
な
る

風
景
写

真
や
イ
ラ
ス
ト
等

（
例
）

町
や

海
の
写
真
、

山
や

森
の
イ
ラ
ス
ト
等

イ
レ
イ
ア

ウ
ト
に
使
用
す

る
幾

何
学

模
様
等

ウ
Ｂ

Ｇ
Ｍ
と
し
て

放
送
さ

れ
る
音

楽
、

効
果
音
等

エ
広
告
制

作
者
の
名
称
、

広
告
の

作
成
日
、
写
真
の

撮
影
日
等

オ
芸
能
人
や

著
名
人
の
映

像
や
声
等

芸
能
人
や

著
名

人
が
、
医
療
機
関
の
名
称

そ
の
他
の
広
告
可
能
な
事

項
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ

と
は

差
し
支
え
な
い
。
な

お
、
実

際
に
当
該
医
療
機

関
の
患
者
で
あ
る
場
合
に

も
、

芸
能
人
等
が
患
者
で

あ
る
旨
は
広
告
で
き
な

い
。

医療に関する広告が可能となった
歯科医師の専門性に関する資格名

団体名 資格名

�日本口腔外科学会 口腔外科専門医

特定非営利活動法人 日本歯周病学会 歯周病専門医

有限責任中間法人 日本歯科麻酔学会 歯科麻酔専門医

有限責任中間法人 日本小児歯科学会 小児歯科専門医

医療広告ガイドラインが掲載されているホームページはwww.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/index.html、または協会のホームページ（osk-net.org/
index2.html）からもアクセスできます。

�

用
語
の
説
明

�バ
ナ

ー
広

告
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ
上
の

帯
状
の
広
告
。

ク
リ

ッ
ク
す
る
こ
と
で
広
告

主
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

へ
リ

ン
ク
し
て
よ
り

詳
し
い
情
報
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）

内
容
の
確
認

各
都
道
府
県
等
に
お
い

て
、
法
や

本
指

針
に

抵
触
し

な
い
か

否
か
を
確
認
し
、

違

反
し
て
い
る
と

判
断
で
き
る

広
告
に
つ
い
て
は
、

必
要
な

指
導
等
を

行
う
。

（
２
）
広
告

違
反
の
指

導
及

び
措

置

ア
行

政
指

導

必
要
に

応
じ
て

違
反
広

告
物
の
回

収
、

廃
棄
等
を

指
導
す
る
。

併
せ
て
、

必

要
な
場
合
に
は
、
広
告

代

理
店
・

雑
誌
社
・

新
聞
社

・
放

送
局
等
の
広
告
を

作

成
し
た
者
や
広
告
を

掲
載

し
た
者
に
対
し
て
も

任
意

で
の

調
査
や
指

導
を

行

う
。

イ
報
告

命
令
又
は

立
入

検

査

任
意
の

調
査
に

応
じ
な

い
場
合
又
は

任
意
で
の
説

明
や
提

出
さ
れ
る

書
類
に

疑
義
が
あ
る
場
合
は
事
務

所
に

立
ち
入
り
、
文

書
そ

の
他
の

物
件
を

検
査
し

調

査
を
実
施
す
る
。

ウ
中

止
命
令
又
は
是
正

命

令

行
政
指

導
に
従

わ
な
い

場
合
や
違

反
を

繰
り

返
す

等
の

悪
質
な
事
例
の
場
合

に
は
、
期
限
を
定
め
て
当

該
広
告
を

中
止
し
、
又
は

そ
の

内
容
を

是
正
す

べ
き

旨
を

命
ず
る
。

エ
告

発

①
直

接
罰
の
適
用
さ
れ

る
虚

偽
広
告
を
行
っ
た
者

が
行

政
指

導
に

応
じ
な
い

場
合
②
報
告

命
令
に
対
し

て
報
告
を

怠
り
若
し
く
は

虚
偽
の
報
告
を
し
た
場
合

③
立
入

検
査
を

拒
み
、

妨

げ
、
若
し
く
は

忌
避
し
た

場
合

④
中

止
命
令
若
し
く

は
是
正

命
令
に
従
わ

ず
違

反
広
告
が
是
正
さ
れ
な
い

場
合
に
は
、

刑
事

訴
訟
法

に
よ
り

司
法

警
察
員
に
対

し
て

書
面
に
よ
り
告

発
を

行
う
。
な
お
、

罰
則
に
つ

い
て
は
、
①

④
は
６

月
以

下
の

懲
役
又
は

30万
円

以

下
の

罰
金
、
②

③
は

20万

円
以

下
の

罰
金
が
適
用
さ

れ
る
。

オ
行

政
処
分

エ
に
示
し
た
告

発
の

ほ

か
、

行
政

処
分
と
し
て

必

要
に

応
じ
医
療
機
関
の

開

設
の
許
可
の
取
り

消
し
、

又
は

開
設
者
に
対
し

期
間

を
定
め
て
そ
の

閉
鎖
を

命

ず
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。

（
３
）

命
令
等
の
対
象
者

実
施
者
が

個
人
で
あ
る
場

合
に
は
当
該

個
人
で
あ
る

が
、
医
療
機
関
の
場
合
に
は

そ
の

開
設
者
又
は
管
理
者
と

し
、
広
告

代
理

店
・

雑
誌
社

・
新

聞
社
・

放
送

局
等
の
場

合
に
は
そ
の

代
表
者
あ
て
と

す
る
。

（
４
）

公
表

行
政
指

導
に
従

わ
ず

中
止

命
令
若
し
く
は

是
正

命
令
又

は
刑
事
告

発
等
を
実
施
し
た

際
に
は
、
原
則
と
し
て
事
例

を
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
、

患
者
や

住
民
等
に
対
し
て
当

該
違

反
広
告
に
対
す
る

注
意

喚
起
を

行
う
。

指
導

等
の

方
法

に
つ

い
て

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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